
 
 

総務委員会 追加資料 

 

２ 所管事務の調査（報告） 

(1) 川崎市市制１００周年記念事業・ 

全国都市緑化かわさきフェアの取組について 

 

追加資料 全国都市緑化かわさきフェアにおける 

国土交通省の役割等について 

 

参考資料１ 全国都市緑化フェア開催要綱 

参考資料２ 全国都市緑化フェア実施要領 
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建設緑政局緑化フェア推進室  

 

 
【提唱】 
 
●昭和５８年に建設事務次官通達により示された「当面の都市緑化の推進方策」では、「都
市緑化対策推進要綱」（昭和５１年 建設事務次官通達）に基づき進めてきた都市緑化対策
等を踏まえ、「緑化推進運動の展開」の一つとして、「全国都市財団法人都市緑化基金（現：
公益財団法人都市緑化機構）の拡充強化」、「全国都市緑化フェアの大阪府服部緑地での開催」
が位置づけられた。 

都市緑化フェアはその後、昭和６０年に「全国都市緑化フェア開催要項」枠組みが提示さ
れ、開催が定例化している。 
 
●国土交通省の役割（別紙要項参照） 
・目的 

全国都市緑化フェアは、都市緑化意識の高揚、都市緑化に関する知識の普及等を図ること
により、国、地方公共団体及び民間の協力による都市緑化を全国的に推進し、もって緑豊
かな潤いのある都市づくりに寄与することを目的とするもの 

 
・国土交通大臣の同意 

フェアを開催しようとする者は、あらかじめ国土交通大臣に協議し、その同意を得るもの
とする。 ２ 前項の協議は、フェアを開催しようとする時期の２年前までに行うものとす
る。 ３ 第１項の協議は、別記様式による協議書を提出して行うものとする｡ 

 
・連絡・調整 

主催者は、フェアを円滑に開催するため、フェアの開催に関して必要に応じ 国土交通省
と連絡・調整するものとする。 
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